
診療費に関するお知らせ 国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和 7 年 4 月 1 日より 
初診時、月に 1 回に限り下記点数のいずれかを算定します。 

国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和 6 年 12 月 1 日より 
医療情報取得加算として下表のとおり算定いたします。 

診療費に関するお知らせ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 点 数 

初診時 1 点 

再診時（3 ヶ月に 1 回） 1 点 

項 目 点 数 

医療 DX 推進体制整備加算 1 12 点 

医療 DX 推進体制整備加算 2 11 点 

医療 DX 推進体制整備加算 3 10 点 

医療情報取得加算について 

当院では、オンライン請求及びオンライン資格確認を行う体制を整備し、マイナ

保険証の利用や問診票を通じて患者さんの診療情報を取得・活用することにより、

質の高い医療の提供に努めています。 

医療 DX 推進体制整備加算について 

当院では、令和 6 年 6 月の診療報酬改定に伴い、医療 DX 推進体制整備について

以下の通り対応いたします。 

当院では医療 DX を推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。 

◆ オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報等を活用して診療を実施しております。 

◆ マイナ保険証利用を促進するなど、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。 

◆ 電子処方箋を発行する体制を有しています。 

◆ 電子カルテ情報共有サービスの導入（経過措置：令和 7 年 9 月 30 日）などの医療 DX にかかわる取り組み

を実施してまいります。 
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